
高知市の事業者の皆様へ

令和８年４月1日から
一般廃棄物処理手数料が変わります

高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正に伴い、「一般廃棄物処理手数料」が変わ

ります。

今回の改定は、近年の物価高騰や人件費増などの社会状況の変化に鑑み、適正な受益者負担とするた

め、市全体で、使用料・手数料の見直しを行うこととしたものです。

令和8年4月1日からの処理手数料は、下表のとおりです。

皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

廃棄物の種類 持込先 単位 現在の料金 変更後の料金

可燃ごみ
（事業系一般廃棄物）

高知市清掃工場 10キログラムまでごとに 120円 130円

一般廃棄物処理手数料の変更（令和８年４月１日から）

お問い合わせ先

○処理手数料について： 高知市清掃工場（電話842-1171）

○一般廃棄物収集運搬の許可業者について： 高知市廃棄物対策課（電話823-9427）

本市の廃棄物処理施設で、一般廃棄物を受け入れる際にいただいている手数料です。

排出事業者の皆様が廃棄物の処理を許可業者に委託する場合に支払う料金は、基本的に許可

業者の「収集運搬費等」と、市の処理施設の「処理手数料」となりますが、今回は「処理手数料」が

改定となります。

●一般廃棄物処理手数料とは

排出事業者 許可業者 市処理施設収集運搬費等

処理手数料

処理手数料

ここを改定します



事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。

●事業系ごみについて

事業系一般廃棄物

産業廃棄物

紙ごみ（書類等を含む）、厨芥類（生ごみ）、草木など

廃プラスチック類、金属くずなど
法令で定められた20種類のもの

事業系ごみ

事業系一般廃棄物の処理方法

許可業者名 所 在 地 電話番号

㈲ 高 知 清 光 社 南河ノ瀬町１１１－１ 831－7791

㈱高知清掃センター 長浜３１０８-４ 832－2188

㈲ 高 知 街 清 掃 福井町１６８３－５ 823－4055

㈲ セ イ ム 神田１８７６ 833－1413

㈱都市美粧建設 神田９７２－１ 833－8330

㈲中央環境企画 池２３５１－４ 847－7701

㈲ 西 村 興 業 東城山町４８－２ 831－8329

㈱ ダ イ セ イ 南川添９－５ 884－3811

㈱ 春 野 清 掃 春野町弘岡下８２-２ 894－2417

高知市一般廃棄物収集運搬許可業者 ※料金は各業者にお問い合わせください。

※事業系ごみの出し方等の詳細については、高知市廃棄物対策課のホームペー

ジをご覧ください。
高知市廃棄物対策課

事業系一般廃棄物

自ら持ち込む

又は

一般廃棄物収集運搬許可業者に委託

高知市清掃工場で焼却処理

◆処理手数料

10㎏までごとに130円

（令和８年４月１日から）

◆持ち込み受付 （月～金（祝日は除く））

8：00～11：30、13：00～15：30事業系ごみは、家庭ごみステーションに出せません。

（R7.12.1）

産業廃棄物は、高知市清掃工場や三里最終処分場へは持ち込めません。


